
宮崎市からのお知らせ

○ 災害対策基本法の改正（5月 10日公布、5月 20日施行）に

伴い、避難情報等が5月20日から変更となりました。

○ 今回作成した洪水ハザードマップは、法改正前に作成している

ため、「改定前の警戒レベル」を掲載しております。

○ 改定後の警戒レベルについては、以下の図のとおりとなります。

新たな警戒レベルと、それに対応する避難情報・避難行動につい

てご確認ください。

【改定後】 【現行】

○ 改定の詳細については市のホームページに掲載しておりますので、そちらもご覧くだ

さい。

令和３年５月

【問い合わせ先】宮崎市危機管理課 TEL：0985-21-1730
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大雨・洪水警戒レベルの改定について


